
https://zennichi-shibuya.jp/


2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



【所有者不明土地】の解消に向けた
「民法」「不動産登記法」「相続土地国庫帰属制度」 押さえるべきポイント

　登記簿を見ても所有者が分からな
い、あるいは所有者が分かっても連絡
がつかない土地のことを「所有者不明
土地」といい、2021年の国土交通省の
調査によれば、全国における所有者不
明土地が占める割合は、国土の24％

（九州本土の大きさに匹敵）となってい
ます。
  この課題を解決するために、以下の規
定が定められました。

①土地利用に関連する「民法の
ルールの見直し」（2023年4月1日施
行）

Ⅰ	相隣関係の見直し
Ⅱ	共有地の利用の円滑化などの	 	
共有制度の見直し

Ⅲ	土地・建物に特化した財産管理	 	
制度の創設

Ⅳ	相続制度（遺産分割）に関する	 	
新たなルールの導入		等

②土地を手放すための制度「相続
土地国庫帰属制度」の創設（2023年
4月27日施行）

③登記がされるようにするための
「不動産登記制度の見直し」（2024

年～2026年順次施行）

①土地利用に関連する「民法のルール
の見直し」（2023年4月1日施行）

Ⅰ相隣関係の見直し

ⅰ��隣地を使用することができる権利が明
確に

　土地の所有者は、1.障壁、建物その
他の工作物の築造、収去、修繕、2.境
界標の調査・境界に関する測量、3.越
境した枝の切取りの目的の中で、隣地
を使用する権利を有する旨が明確化さ
れました（改正民法第209条第1項）。

ⅱ越境した竹木の枝の切取りが可能に

　竹木が越境された（被越境）土地の
所有者は、1.竹木の所有者に越境した
枝を切除するよう催告しても、竹木の所
有者が相当の期間内に切除してくれな
いとき、2.竹木の所有者がわからないと
き、3. 急迫の事情があるときは、自ら枝
を切り取ることができるようになりました

（改正民法第233条第3項）。
  

ⅲ�ライフラインの設備の設置・使用権が
明確に

　他人の土地にインフラ設備を設置し
なければ引き込めない土地の所有者
は、必要な範囲内で、他人の土地にこれ
らの設備を設置する権利があることが
明文化されました（改正民法第213条
の2第1項）。
　また、他人が所有するインフラ設備を
使用しなければ引き込めない土地の所
有者は、必要な範囲内で、他人の所有
する設備を使用する権利があることが
明文化されました（改正民法第213条
の2第1項）。
　ただし「自力執行」は禁止されているた
め、設備設置・使用を拒まれた場合には、
妨害禁止の判決を求めることになるほ
か、隣地所有者等が通知を受けても回答
してもらえない場合には、基本的に隣地
使用について同意をしなかったものと推
認されますので注意してください。
  

Ⅱ		共有地の利用の円滑化などの共有制
度の見直し

　これまで不明確だった「共有」に関す
る「変更」行為（要全員の同意）、「管理」
行為（各共有者の持分の過半数）、「保
存」行為（各共有者が単独で可能）が
整理されました。
　特に、「変更」行為と考えられていたも
ののうち、形状または効用の著しい変更
を伴わない「軽微変更」については、「管

理」行為として持分の過半数で決定で
きるようになりました。
　具体的には、砂利敷き共有私道のア
スファルト舗装や、共有建物の外壁・屋
上防水等の大規模修繕工事等がこれ
にあたります。
　その他、賛否を明らかにしない共有
者や所在等不明共有者がいる場合の
管理方法や、共有物の管理者のルー
ル、所在等が不明な共有者がいる場合
の裁判所の関与（他の共有者が持分を
取得したり、その持分を含めて不動産
全体を第三者に譲渡が可能）が明確化
されました。

Ⅲ		土地・建物に特化した財産管理制度
の創設

　所有者が不明であったり、所有者に
よる管理が適切にされていない土地・
建物を対象に、個々の土地・建物の管
理に特化した財産管理制度が新たに
設けられました。

Ⅳ		相続制度（遺産分割）に関する新たな
ルールの導入

　遺産分割がされずに長期間放置され
るケースの解消を促進する仕組みとし
て、被相続人の死亡から10年を経過し
た後にする遺産分割については、原則と
して具体的相続分を考慮せず、法定相
続分または指定相続分によって画一的
に行うこととされました。

②土地を手放すための制度「相続土地
国庫帰属制度」の創設（2023年4月27日
施行）

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続ま
たは遺贈により、土地の所有権または
共有持分を取得した者等が、その土地
の所有権を国庫に帰属させることがで
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きる制度（相続した土地を国に対して引
き取ってもらうことができる制度）です。
　ただし、建物がある土地や、土壌汚染
がある土地、境界が不明確な土地は却
下されてしまうほか、崖や残置物・地下
埋設物がある土地なども審査により却
下される場合があります。
　審査手数料は1筆当たり14,000円、
承認された場合には10年分の標準的
な管理費相当額である「負担金」（最低
20万円～）が必要です（タダで引き取っ
てもらえるわけではありません）。
　数十年前に相続した土地であっても
対象となるほか、相続した土地のうち要
らない土地だけを申請（選択的申請）す
ることが可能です。

③登記がされるようにするための「不
動産登記制度の見直し」（2024年～
2026年順次施行）

　これまで、以下のような理由により不
動産の相続登記が行われてこなかった
ケースがありました。
1.相続登記の申請は義務ではなく、申
請しなくても不利益を被ることが少な
い。
2.相続をした土地の価値が乏しく、売
却も困難である場合には、費用や手間
を掛けてまで登記の申請をするインセ
ンティブが働きにくい。
3.地方を中心に土地の所有意識が希
薄化し、土地を利用したいというニーズ
が低下。
　所有者不明土地の発生を予防する
観点から、その主要な発生原因である
相続登記の未了や住所変更登記等の
未了に対応するため、不動産登記法が
改正されました。

Ⅰ		相続登記の申請義務化（2024年4月1日
施行）

　相続・遺言によって不動産を取得し

た相続人は、その所有権を取得したこと
を知った日から「3年以内」に「相続登記
の申請が義務」付けられました。
　また、正当な理由のないのに申請を
怠ったときは、過料（10万円以下）の罰
則が定められました。
　なお、法律の施行前の相続でも、未
登記であれば義務化の対象となります

（3年間の猶予期間があります）

Ⅱ「相続人申告制度」の創設

　不動産を所有している方が亡くなっ
た場合で、相続人が複数のケースでは

（話し合いがまとまるまでは「遺産共有」
状態）、この共有状態を反映した相続
登記を申請しようとすると、法定相続人
の範囲や法定相続分の割合を確定し
なければならないため、全ての相続人
を把握するための資料（被相続人の出
生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等
の書類）の収集が必要となり、登記申請
にあたっての手続的な負担が大きいこ
とが課題となっています。
　そこで、より簡易に相続登記の申請
義務を履行することが可能となる「相続
人申告制度」が新たに設けられました。

相続人申告制度

ⅰ登記簿上の所有者（登記名義人）
について相続が開始した

ⅱ自らがその相続人であることを登
記官に申出

上記2つの要件を申請義務の履行期間
内（3年以内）に登記官に対して申し出
ることで、申請義務を履行したものとみ
なされます（実際には、登記簿に氏名・
住所が記録された相続人の申請義務
のみを履行したことになります）
　この制度は、以下のようなポイントが
あります。

ⅰ相続人が複数存在する場合でも、
特定の相続人が単独で申出OK

ⅱ法定相続人の範囲および法定相
続分の割合の確定は不要

ⅲ相続によって権利を取得したこと
（持分等）までは公示されない。

　相続人申告登記は従来の相続登記
とは全く異なるもので、相続の発生（登
記名義人は被相続人であること）と相
続人の明示について、不動産登記を
使って公示する仕組みです。

Ⅲ その他導入される制度

ⅰ所有不動産記録証明制度（2026年4

月までに施行）

ⅱ登記名義人の死亡情報について
の符号の表示制度（2026年4月までに

施行）

ⅲ住所変更登記等の申請の義務化
と職権登記制度（2026年4月までに施

行）

ⅳ外国に居住する所有権の登記名
義人の国内連絡先の登記（2024年

4月1日施行）

ⅴ形骸化した登記の抹消手続の簡
略化（2023年4月1日施行済）

ⅵＤＶ被害者等の保護のための登
記事項証明書等の記載事項の特
例（2024年4月1日施行）

ⅶ登記簿の附属書類の閲覧制度の
見直し（2023年4月1日施行済）

  今回、多くの不動産登記制度が見直さ
れることになったので注意が必要です。

＊2023年12月21日・2024年1月18日に実
施された実務研修の講義内容を再編集し掲
載しています。
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